
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

令和 6 年６月 10 日（月） 13:30～16:30（予定） 

埼 玉 県 宅 建 会 館 ３ 階 研 修 ホ ー ル （ さ い た ま 市 浦 和 区 東 高 砂 町 6-15） 
＊当選者には受講票をメールで送信します。先着に漏れた皆様は 
「Web 受講」に振替させて頂きますのでご了承ください。 
 

視聴用ＵＲＬ送信７/3(水) 視聴期限８/12(月)  
◆講 師：深沢綜合法律事務所 弁護士 柴田 龍太郎 氏 
◆対 象：埼玉県宅建協同組合の加入者 
※本組合の出資金は一口５千円と賦課金年間６千円です。 

未加入の方はこの機会に加入をご検討ください！(裏面に加入申込書あります) 
◆費 用：無 料 
◆申 込：下記申込書又は Web 申込ﾌｫｰﾑ(右下 QR ｺｰﾄﾞ)により 5/30(木)迄にお申込み下さい。 
＊研修内容に関する質問を研修日の 11 日前まで受付します。質問がある方は必ず Web からお申込み（質問欄に質問を入力）ください。 
◆お問合せ：埼玉県宅建協同組合 TEL：048-811-1868 

会 場 受 講 

  ☐➊会場受講          ☐❷Web 受講 
商 号 
名 称  支 部  

T E L  
宅建業 

免許番号  

ﾒ ｰ ﾙ 
ｱﾄﾞﾚｽ  氏 名  

送信先 FAX 番号：048-811-1821 
個人情報の取り扱い：ご記入いただいた個人情報は研修会の運営、管理資料として使用 
するほか、組合が開催する各種研修会等のご案内に利用させていただくことがあります。 
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Ｗeb 申込フォーム 

で簡単お申込み！ 

Web 受講 

第
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※日中連絡がとれる携帯℡等をご記入ください 

 

不動産相続の相談で宅建業者として助言できる項目を満載! 
不動産の相続・共有名義のトラブルと解決策を詳しく解説! 
相続した不動産を頼まれた時に役立つ売却の知識がわかる! 
 

➊又は❷のいずれかに  をしてください 

※必ずご記入ください 

＊事前質問は研修
日の 11 日前までに
Web 申込を通じてお
寄せください。 

※先着申込 80 名様 

（   ）第       号 
国土交通大臣 ・ 埼玉県知事 

※ 会 場 受 講 の ご 案 内 並 び に WEB 受 講 の 視 聴 用 Ｕ Ｒ Ｌ は 、申込書のメールアドレスにご通知します。 
つきましては、必ずメールアドレスをご記入ください。 

ポ
イ
ン
ト 

【講師紹介】 
柴田 龍太郎 氏 

（しばた・りゅうたろう） 
 
不動産団体の顧問弁護士を務め、
⺠法改正ついて分かりやすく的確
な講義が好評である。 
相続登記の義務化について登記実
務の専門誌に寄稿する他、令和４
年 10 月に「実務本位 所有者不
明土地関係-知らなきゃ危ない-改
正⺠法 改正不動産登記法相続土
地国庫帰属法Q&A」(全国共同出
版)を出版された。 


